
【建設工事等】
 № 業    者    名 登録代理人 住　　　所 指名停止の理由

1
パナソニックＥＷエンジ
ニアリング株式会社

東京本部
東京都港区東新橋１－５
－１

R7.4.16 ～ R7.6.15

当該業者は、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置して
いたほか、主任技術者等として工事現場に配置していたことが確認された。
このことが、建設業法第２８条第１項本文及び同項第２号に該当すると認めら
れ、地方整備局から建設業法第２８条第３項に基づく営業の停止命令を受け
たため。

2
パナソニック産機システ
ムズ株式会社

空調事業本部
東京都墨田区押上１－１
－２

R7.4.16 ～ R7.6.15

当該業者は、資格要件を満たさない者を主任技術者等として工事現場に配置
していたことが確認された。
このことが、建設業法第２８条第１項第２号に該当すると認められ、地方整備
局から建設業法第２８条第３項に基づく営業の停止命令を受けたため。

3 新明和工業株式会社

①産機システム
事業部環境シス
テム本部営業部

②流体事業部営
業本部関東支店

①東京都台東区上野７－
１２－１４

②埼玉県さいたま市北区
宮原町２－４１－１２

R7.4.16 ～ R7.8.15

機械式駐車装置の設置工事に関し、連絡を取り合って供給予定者を決定し、
それ以外の者は供給予定者が供給できるように協力する調整を行うなど、独
占禁止法第３条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和７年３月２４
日、公正取引委員会から排除措置命令を受けたため。

4 日興サービス株式会社 本店
埼玉県戸田市笹目北町１
４番地１９

R7.6.3 ～ R7.8.2

令和６年２月２７日、同社本社工場長は、同社所在の同工場の労働者の安全
管理等を行うべきところ、必要な措置を講じなかったことにより、同社本社工場
内において、同社社員の操縦するフォークリフトが横転し、当該社員が同
フォークリフトに下敷きになり、死亡する事故が発生した。
この事故につき、令和７年２月２５日、当該業者が労働安全衛生法違反により
さいたま簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。

5 丸和工業株式会社 本店
埼玉県北本市宮内５－３５
１

R7.6.6 ～ R7.7.5

令和５年９月２日、茨城県猿島郡五霞町における倉庫・事務所増築工事にお
いて、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じず、労働者が２階
床面の開口部から転落し死亡する工事関係者事故を発生させた。
この件につき、同社及び同社使用人は、令和６年１１月１２日、労働安全衛生
法違反により古河簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定し
た。
このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。

6 株式会社グンエイ 川口支店
埼玉県川口市並木３－９
－５ ＪＫＨＤビル２階

R7.7.17 ～ R8.1.16

当該業者は、同社代表取締役及び役員が、群馬県桐生市が発注した新庁舎
建設工事をめぐり、群馬県議ら数人と共謀し、一般競争入札の条件を同社の
元請け会社に有利にするよう意見や要望を反映した入札公告案を市に働きか
けて案のとおり公告させ、元請け会社が代表のＪＶに落札させ入札の公正を妨
害したとして、公契約関係競売入札妨害の疑いで、令和７年６月１９日に埼玉・
群馬両県警の合同捜査本部に逮捕されたため。
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7 関東建設工業株式会社 さいたま支店
埼玉県さいたま市北区東
大成町１－５４８－３ カン
ケンさいたまビル６Ｆ

R7.7.17 ～ R7.11.16

当該業者は、同社営業部長が、群馬県桐生市が発注した新庁舎建設工事を
めぐり、群馬県議ら数人と共謀し、一般競争入札の条件を同社に有利にするよ
う意見や要望を反映した入札公告案を市に働きかけて案のとおり公告させ、同
社が代表のＪＶに落札させ入札の公正を妨害したとして、公契約関係競売入札
妨害の疑いで、令和７年６月１９日に埼玉・群馬両県警の合同捜査本部に逮捕
されたため。

8
株式会社中央技術コン
サルタンツ

北関東支店
埼玉県さいたま市大宮区
大門町３－３７

R7.9.1 ～ R8.1.31

当該業者は、同社支店長が宮城県気仙沼市発注の道路設計の入札におい
て、同市職員から事前に設計価格情報を入手した上で落札し、入札の公正を
妨害したとして、公契約関係競売入札妨害の疑いで、令和７年７月２１日に宮
城県警察に逮捕されたため。

9 極東開発工業株式会社 本店
大阪府大阪市中央区淡路
町２－５－１１

R7.10.16 ～ R8.2.15

特定特装車製品の販売価格等に関して情報交換を行い、特定特装車製品の
販売価格を引き上げる旨を合意し、販売価格をおおむね引き上げていたこと
は、独占禁止法第３条の規定に違反するものであるとして、令和７年９月２４
日、公正取引委員会から排除措置命令を受けたため。

10 新明和工業株式会社

①産機システム
事業部環境シス
テム本部営業部

②流体事業部営
業本部関東支店

①東京都台東区上野７－
１２－１４

②埼玉県さいたま市北区
宮原町２－４１－１２

R7.10.16 ～ R7.12.15

特定特装車製品の販売価格等に関して情報交換を行い、特定特装車製品の
販売価格を引き上げる旨を合意し、販売価格をおおむね引き上げていたこと
は、独占禁止法第３条の規定に違反するものであるとして、令和７年９月２４
日、公正取引委員会から課徴金減免制度の適用を受けた違反事業者として公
表されたため。

11
株式会社トーニチコンサ
ルタント

北関東事務所
埼玉県さいたま市見沼区
大和田町２－２３８－２

R8.1.27 R8.5.26
特定跨線橋点検等業務の入札等で、公正取引委員会から独占禁止法第３条
違反（不当な取引制限の禁止）を認定され、排除措置命令及び課徴金納付命
令を受けた。このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。

12
大日コンサルタント株式
会社

①埼玉事務所

②東日本支社

①埼玉県さいたま市南区
南浦和２－３１－１３

②東京都台東区東上野４
－２７－３　上野トーセイビ
ル

R8.1.27 R8.5.26
特定跨線橋点検等業務の入札等で、公正取引委員会から独占禁止法第３条
違反（不当な取引制限の禁止）を認定され、排除措置命令及び課徴金納付命
令を受けた。このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。
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13 日本交通技術株式会社 埼玉営業所
埼玉県川口市川口６－７
－１４－１０３

R8.1.27 ～ R8.5.26
特定跨線橋点検等業務の入札等で、公正取引委員会から独占禁止法第３条
違反（不当な取引制限の禁止）を認定され、排除措置命令及び課徴金納付命
令を受けた。このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。

14 新日本建設株式会社 本店
千葉県千葉市美浜区ひび
野１－４－３

R8.2.18 ～ R8.3.17

越谷市立小中一貫校整備ＰＦＩ事業（仮称）蒲生学園建設工事現場において、
ＰＦＩこしがや教育推進整備株式会社の構成企業である同社が起こした事故に
関し、令和８年１月３０日、春日部労働基準監督署から安全措置に関する指導
票が送付された。このことは、安全管理の措置が不適当であったと認められる
ため。
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